様式第９-１号（第１２条関係）


老朽空家等判定申請書

　　　年　　　月　　　日


豊川市長　殿
申請者　　郵便番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　フリガナ
　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名
　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号


　豊川市老朽空家等解体費補助金交付要綱第７条第１項の規定による判定を受けたいので、次のとおり申請します。
　なお、判定のための貴市職員による空家への立ち入りについて、承諾します。

	空家判定の種類
	· 倒壊危険空家　　□　老朽空家　

	空家の所在地
	　豊川市


添付書類
１　空家の位置図（付近見取図）
２　空家の外観写真（複数の方向から撮影されたものとし、一方向からは正面玄関を含むものであること。）
様式第１号（第７条第１項関係）



豊川市老朽空家等解体費補助金交付申請書
		
　　　年　　　月　　　日


豊川市長　殿
　　　　　　　　　　　　　　申請者　　郵便番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所
フリガナ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生年月日　　　年　　　月　　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号


　　下記のとおり豊川市老朽空家等解体費補助金を交付してください。
　　なお、豊川市税を滞納していないこと及び暴力団員等でないことを確認するため、市が調査することについて、承諾します。
記
	補助事業名
	□　倒壊危険空家解体事業
□　密集市街地倒壊危険空家解体事業
□　老朽空家解体事業
□　密集市街地老朽空家解体事業

	補助金交付申請額
	　　　　　　　　　　　　　　　円

	工期
	着手　　　　　年　　月　　日
完了　　　　　年　　月　　日


　添付書類
　１　補助事業実施計画書（様式３-１号）
　２　登記事項証明書又は所有者を確認できる書類
　３　工事見積書の写し
　４　その他市長が必要と認める書類

様式第３号（第８条関係）



様式第３－１号（第８条関係）

補助事業実施計画書

１　空家の概要
	所　在　地 
	　　豊川市

	用　　　途
	住　宅　　　

	形　　　態
	一戸建て　　・　　長屋　　・　　併用住宅

	構　　　造
	木　造　　　・　　非木造

	延べ床面積
	　　　　　　　　　　　　㎡

	建築時期
	　　明治・大正・昭和・平成　　　　年

	使用されていない期間
	　　　　　　　　　　　　　年　　月

	評　　　点
	（老朽空家判定基準・利活用度判定基準）　　　　 点



２　工事の概要
	工事の名称
	解体工事

	解体業者
	　業者名：
　所在地：

	工期
	　　　　年　　月　　日　～　　　　　年　　月　　日



３　解体工事費予定額
	解体工事費予定額
	空家解体工事費予定額
（補助対象）
	その他の工事費予定額
（補助対象外）

	円
	円
	円




豊川市老朽空家等解体費補助金実績報告書

　　　　　年　　　月　　　日

豊川市長　殿
　　　　　　　　　　　　　　申請者　　郵便番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号



　　　　　年　　　月　　　日付け　　豊建指令第　　　号により豊川市老朽空家等解体費補助金交付決定の通知を受けた補助事業が完了したので、下記のとおり報告します。

記
１　補助事業名　　　　　□　　倒壊危険空家解体事業　　
□　　密集市街地倒壊危険空家解体事業
□　　老朽空家解体事業
□　　密集市街地老朽空家解体事業

２　完了年月日　　　　　　年　　　月　　　日
（工期　　　　年　　　月　　　日～　　　年　　　月　　　日）

３　補助金の交付決定額　　金　　　　　　　　円

４　添付書類
（１）豊川市老朽空家等解体費補助金決算書（様式第９－１号）
（２）補助事業に係る費用の領収書の写し等（支払いの事実及び金額が確認できるもの）
（３）工事写真（着手前及び完了時が確認できるもの）
（４）産業廃棄物管理票（マニフェスト）Ａ票の写し

（注）完了年月日は、解体業者に解体工事費用を支払った日を記入すること。

様式第９号（第１２条関係）


豊川市老朽空家等解体費補助金決算書


１　解体工事費
	解体工事費予定額からの変更の有無
	有　　　　・　　　　無


　　有の場合は下記２に変更内容を記入してください。

２　変更内容（上記１で「有」の場合のみ記入してください。）
	変更内容
	空家解体工事費
	その他の工事費
	備　　考

	
	円
	円
	

	
	円
	円
	

	
	円
	円
	

	
	円
	円
	

	
	円
	円
	



記入上の留意事項
変更内容については、補助事業実施計画書（様式第３－１号）の解体工事費予定額欄に記入した工事について、変更のあった内容別に工事費用を記入してください。予定額から変更がなかった場合は、記入の必要はありません。


